
労働者派遣事業に係る情報提供 

 

三光通信株式会社 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第２３条第５項

に基づき、労働者派遣事業に係る情報をお知らせいたします。 

 

対象期間：令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 

 

実績なし 

 

１ 派遣労働者の数       ０人 

２ 派遣先事業所の数       ０社 

３ 労働者派遣に関する料金の平均額     ０円 

        （１日当たりの料金額：８時間労働として計算） 

４ 労働者の賃金の額の平均額      ０円 

      （１日当たりの料金額：８時間労働として計算） 

５ マージン率         ０．０％ 

６ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

            締結していない 

７ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  キャリアコンサルティング相談窓口の連絡先 

  本社 総務部 ０４－２９４２－７８９１   
 

教育訓練の種類 対象者 訓練方法 
費用負担

の有無 

賃金支給

の有無 

入職時 
派遣先業務訓練 

新規派遣労働者 
OFF-JT 無し 有り 

通信設備設計訓練 OFF-JT 無し 有り 

職能別 
専門技術向上訓練 

全派遣労働者 
OFF-JT 無し 有り 

顧客ニーズと目標管理 OFF-JT 無し 有り 

階層別 マネジメント研修 全派遣労働者 OFF-JT 無し 有り 

 

８ その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 

  福利厚生等：社会保険、有給休暇  


